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税金の役割
～「税」は社会の会費～

出典︓「もっと知りたい税のこと」（財務省）（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0507_pdf/index.html当該ページのURL）を加工して作成 3



税金の役割
～「税」の機能～

出典︓「もっと知りたい税のこと」（財務省）（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0507_pdf/index.html当該ページのURL）を加工して作成 4



愛知県の財政の現状
～歳入（令和５年度予算）～

出典︓令和５年度 愛知県版 ハロー・タックス 5



愛知県の財政の現状
～歳出（令和５年度予算）～

出典︓令和５年度 愛知県版 ハロー・タックス 6



愛知県の財政の現状
～県民一人あたりの愛知県の歳出～

出典︓令和５年度 愛知県版 ハロー・タックス 7



税金の種類
～税金の納め方による分類（直接税）～

出典︓令和５年度 愛知県版 ハロー・タックス 8



税金の種類
～税金の納め方による分類（間接税）～

出典︓令和５年度 愛知県版 ハロー・タックス 9



税金の役割
～所得税申告額を計算してみよう～

1.㋔給与収入金額
（給与所得の源泉徴収票の支払金額）

2.⑥給与収入金額㋔－給与所得控除額

4.㉚所得金額⑫－所得から差し引かれる金額㉙

5.㉛課税される所得金額㉚×税率－控除額

3.㉔基礎控除額
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県税事務所
の仕事

愛知県の組織

県税事務所の仕事（課税・管理部門）

県税事務所の仕事（徴収部門）
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愛知県の組織
～愛知県の税務関連組織～

総務局

総務部

総務課

法務文書課

市町村課

情報政策課

財務部

財政課

資金企画課

税務課 県税事務所
（10）

財産管理課

12



県税事務所の仕事
～地方団体の課税権～

○日本国憲法
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法
律又は法律の定める条件によることを必要とする。

○地方自治法
第223条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税
を賦課徴収することができる。

○地方税法
第2条 地方団体は、この法律の定めるところによって、地方税を賦
課徴収することができる。
第3条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率
その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらな
ければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行
について必要な事項を規則で定めることができる。

○愛知県県税条例
第１条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について
は、法令その他別に定があるものの外、この条例の定めるところによる。

○愛知県県税規則
第１条 この規則は、地方税法、地方税法施行令、地方税法施行規則、
愛知県県税条例その他県税等の賦課徴収に関する法令の施行について
必要な事項を定めるものとする。
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県税事務所の仕事
～課税部門（申告納税方式）～

法人県民税・事業税、
軽油引取税など

申告相談・指導・受付

是認・更正

申告内容の審査・調査
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県税事務所の仕事
～課税部門（賦課課税方式）～

自動車税（種別割）、
不動産取得税など

課税額の決定

納税義務、減免・課税免除等の調査

納税通知書
の作成・送付
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県税事務所の仕事
～管理部門～

過誤納金の還付

収入額・未納額などの管理

課税額の管理
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県税事務所の仕事
～徴収部門～

財産の差押⇒
公売（換価）⇒配当

納税・換価猶予、
滞納処分の停止

財産調査

督促

納税折衝
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県税事務所の仕事
～徴収部門（滞納整理フロー）～

納税の告知
・申告

納期限

徴収猶予
換価猶予

参加差押
交付要求

差押

財産調査

納税折衝

督促

自主納税

執行停止 不納欠損

完納

公
売

18



適正・公平
な税務行政
の推進

税務行政の運営の考え方

滞納対策

ＩＣＴを活用した取組み
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税務行政の運営の考え方
～国税庁開庁時のGHQハロルド・モス氏の演説～

出典︓令和４年度「税を考える週間」講演会・説明会資料（国税庁）ttps://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/irasutodemiru.htm） 20



滞納対策
～滞納の未然防止・整理促進への取組み～

チラシ・ホームページ、租税教育、納税折衝等
を通じた納税思想の普及

コンビニ、クレジットカード、Ｐａｙ払い等、
納付手段の多様化による納税者の利便性向上

大口、悪質滞納、処理困難事案に対する厳正な
対応

新規滞納事案をはじめとした滞納事案に対す
る組織的な対応

差押、換価手続の効率化

滞納の
未然防止

滞納の
整理促進

21



滞納対策
～税を考える週間～
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滞納対策
～地方税お支払サイト～
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滞納対策
～悪質滞納者等に対する厳正な対応～

◎適時の財産調査・捜索の実施
＜質問検査権＞滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるとき、その必
要と認められる範囲内において、徴税吏員が滞納者等に質問し、又はその者の財産
に関する帳簿書類を検査することができる権限。
＜捜索＞徴税吏員が、滞納処分のため差押えるべき財産の発見又は差押えた財産の
引揚げ等をするため滞納者等の物又は住居等について行う強制処分。

愛知県の徴税吏員
愛知県総務局財務部税務課及び県税事務所に勤務を命ぜられた愛知県職員は、

次の第１号及び第２号に掲げる事務を委任されたものとし、同じく第３号に掲げ
る事務を行う徴税吏員として指定されたものとする。
１ 県税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の賦課徴収に関する調査のため

の質問、検査又は提示若しくは提出の要求
２ 徴収金の徴収
３ 徴収金の滞納処分としての財産の捜索又は差押え及び財産の差押えのための

質問又は検査
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滞納対策
～悪質滞納者等に対する厳正な対応～

（銀行預金） （給与）
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滞納対策
～差押え対象財産～

• 滞納者が国内に所有している財産

１ 財産が国税徴収法施行地内にあること

• 滞納者に帰属している財産（名義、所持者は問わない）

２ 財産が滞納者に帰属していること

• 差押えて換価し、その代金をもって滞納県税にあてることができる財産

３ 財産が金銭的価値を有すること

• 売却又は取立てのいずれかで換価できる財産

４ 財産が譲渡又は取立てできるものであること

• 滞納者の生活の維持への配慮、精神的安寧の尊重

５ 財産が差押禁止財産でないこと
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滞納対策
～自力執行権～

納期限
• 納期限経過

督促
• 督促状の発付

差押

• 債権、動産、不動産等の
差押え

換価

• 差押財産の取立、公売、
換価

配当
• 債権の回収

履行期限
•債権履行期限経過

申立て

•債務名義の取得

•強制執行の申立て

差押
•同左

換価
•同左

配当
•同左

民事執行法国税徴収法

【執行機関】
執行裁判所

【執行機関】
徴税吏員

（徴収職員）

債権者

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律（滞調法）
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滞納対策
～愛知県における徴収強化策～

徴収職員研修

• 新規徴収職員研修（前期・中期・後期）

• 徴収実務研修

• 徴収スキルアップ研修（中堅職員、管理者）

特別滞納整理室の設置

• 徴収のエキスパートを集めた部署の設置

• 高額事案、困難事案、広域事案の滞納整理

• 県税事務所、市町村の支援

個人県民税対策

• 地方税法第48条に基づく県による直接徴収

• 県と市町村の税務職員交流制度による職員派遣

• 市町村税徴収支援アドバイザーを県税事務所に配置

• 愛知県地方税滞納整理機構の設置（2011.4～2020.3）

• 個人住民税の特別徴収の推進（2012.7～2022.3）
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ＩＣＴを活用した取組み
～申告・申請・納税の電子化～

出典︓令和４年度 地方税における電子化の推進に関する検討会資料 29



ＩＣＴを活用した取組み
～目指すべき将来像～

出典︓令和４年度 地方税における電子化の推進に関する検討会資料 30



ＩＣＴを活用した取組み
～ＩＣＴを活用した滞納対策～

増加する外国人

滞納者への対応

滞納整理の効率化

複雑化する
税制への対応

☛ 多言語タブレットを活用した納税相談
☛ ＱＲコード（QR Translator）を活用した催告

☛ 預貯金調査の電子化
☛ インターネット公売

☛ ＡＩチャットボットによる問合せ対応
☛ 税基幹システムの刷新
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ＩＣＴを活用した取組み
～インターネット公売～

出典︓令和４年度「税を考える週間」講演会・説明会資料（国税庁）（https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/irasutodemiru.htm）を加工して作成 32



最後に
～あいち行革プラン2020 後半期の取組～

33

１ 県税収入の確保
租税負担の公平と財源の確保を目指して、適切な徴収に努める。
収入未済圧縮を推進するため、市町村の徴収支援を行うとともに、県が自ら徴

収する税目についても、適切に取り組む。

２ 地方税務手続のデジタル化
ｅＬＴＡＸ（地方税のオンライン手続のためのシステム）を通じた電子申告・申請の対

象手続や電子納付の対象税目・納付手段を拡大する。

３ ＩＣＴを活用した納税者の利便性の向上と課税・徴税事務の効率化
納税者の利便性の向上及び課税・徴税事務の効率化を図るため、ＡＩチャット

ボットや家屋評価システムの導入など、ＩＣＴを活用した事務を推進する。

４ 県税事務に係る人材育成の推進
年々複雑化する地方税制度や県税担当職員の税務経験の減少などの環境の変化

を踏まえ、税務スキルの伝承と組織対応力の維持・向上を図るため、経験年数に
応じた研修等を拡充し、より専門性の高い県税担当職員を育成する。



＜参考＞

国税庁「税の学習コーナー」
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/index.htm
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財務省「もっと知りたい税のこと」
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https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_01.html

地方税共同機構「令和４年度（2022年度）地方税における電子化の推進に関する検討会とりまとめ」
https://www.lta.go.jp/news/06523
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